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　4月1212日に行われました浪江町議会議員一般選挙において、日に行われました浪江町議会議員一般選挙において、2020名の住民の名の住民の
代表が選ばれました。代表が選ばれました。
　新しい町づくりに向け、皆さまの抱負をご紹介します　新しい町づくりに向け、皆さまの抱負をご紹介します。　。　　（五十音順・敬称略五十音順・敬称略）

　4月12日に行われました浪江町議会議員一般選挙において、20名の住民の
代表が選ばれました。
　新しい町づくりに向け、皆さまの抱負をご紹介します。　　（五十音順・敬称略）
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　4月12日に行われました浪江町議会議員一般選挙において、20名の住民の
代表が選ばれました。
　新しい町づくりに向け、皆さまの抱負をご紹介します。　　（五十音順・敬称略）
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　農業者年金の受給者のデータによれば、65歳の農業者の方の平均余命は、男性で22年（87歳）、女

性で27年（92歳）となっています。このような長期にわたる老後生活への備えとして、生活の糧とな

る収入の確保は欠かせません。

　農業者の方では65歳以上の夫婦二人暮らしの場合、月額で約23万円（年額272万円）の家計費がかか

るといわれています。老後生活への備えは人それぞれですが、年金は、仮に病気になって働けなくな

っても生涯通じて決まった金額が決まった時期に受け取れます。

　安心で豊かな老後生活を迎えるためには、家族一人ひとりの年金を充実させることが堅実な選択肢

だと思われます。特に、平均的には男性よりも長寿である女性には、長期にわたる老後生活の備えと

して、農業者年金にご加入いただくことを強くお勧めします。

　農業者年金には、①国民年金の第1号被保険者で、②年間60日以上農業に従事する、③60歳未満
の方ならどなたでも加入できます。

家族一人ひとりの年金を！

農業委員会　　34－0250TEL問

公
的
年
金

み
ど
り
年
金
基
金

共
済
年
金

確
定
拠
出
年
金

（
個
人
型
）

個
人
型

企
業
型

国
民
年
金
基
金

農
業
者
年
金

農
業
者
年
金

農
業
者
年
金

1号被保険者

国民年金（基礎年金）

2号被保険者

厚生年金保険

3号被保険者
農業者などの自営業 民間サラリーマン

確定給付 
企業年金

公務 
員等

厚生年金基金

確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金

2号の配偶者

〈
公
的
年
金
以
外
〉（
例
） 

※
Ｊ
Ａ
年
金
共
済
／ 

　
生
保
の
個
人
年
金 

※
郵
便
局
の
簡
易
保
険
、 

　
変
額
年
金
な
ど

老
後
生
活
を
支
え
る 

公
的
年
金
制
度
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10000
10000
10000
10000

10000
10000
10000
10000

10000100001000010000

10000100001000010000
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財政状況をお知らせします
16年度下半期

一般会計補正予算

特別会計補正予算水道事業会計補正予算

17年度下半期年度下半期
財政状況財政状況をお知らせしまらせします

20年度下半期
財政状況をお知らせします
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TEL

介護保険は、平成21年４月から新たな第４期(平成21年度～平成23年度)となり、それに伴い介
護保険料も見直されました。これは介護サービスの供給量の変化と介護報酬の改定によるものです。
みなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。介護保険のサービス

が必要になったときに安心して利用できるよう保険料は必ず納めましょう。

介護保険制度の
ご案内 　　保険福祉課介護保険係

　　34－0226
問

●詳しくは、７月に送付される平成21年度介護保険料納入通知書をご覧ください。

40歳～64歳の方の保険料（第２号被保険者）
●加入している医療保険によって、決め方、納め方が違います。

保険料を滞納していると…
●保険料を滞納していると、サービス利用時に、いったん

全額自己負担になったり、給付の一部又は全部が差し止

めになるなど、未納の期間に応じて、段階的に措置がと

られます。ご注意ください。

困ったときは、早めに相談を…
●火災などの災害により保険料の減免や徴収猶予を受けら

れることがあります。早めに、ご相談ください。

■納め方は、特別徴収と普通徴収の２通りに分かれます。（納め方を自分で選択することはできません。）

特別徴収 （年金天引き）

●年金が年額18万円以上の方は、年金から差し引かれます。
●保険料の年額が、年金の支払月に年６回に分けて差し引かれます。
●４月、６月、８月の年金から差し引かれる額は、原則として、前年
度２月に差し引かれた額と同額となります。（「仮徴収」といいます。）

●10月、12月、２月については、町民税確定後に決定した年間保険料
から仮徴収分を除いた額を３回に分けて差し引かれます。（「本徴収」
といいます。）

普通徴収 （納付書にて納付、又は口座振替）

●年金が年額18万円未満の方は、納付書又は口座振替により納めます。
●保険料の年額を年８回（７月～翌年２月）に分けて納めます。
●本来、「特別徴収」の方でも、次の場合等は一時的に納付書により納
めることとなります。
　　ア、年度の途中で65歳になった
　　イ、年度の途中で他町村から転入した
　　ウ、年度の途中で保険料額（所得段階）が変更になった
　　エ、年金が一時的に差し止めとなった…などの場合

65歳以上の方の保険料（第１号被保険者）
●65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決まります。
●浪江町の平成21年度～23年度の「基準額」は、下記のとおり決まりました。

●「基準額」は、所得段階の「第４段階」の額にあたります。
●「基準額」をもとに、所得や課税状況によって、６段階の保険料に分かれます。

H18～H20年度
3,200円

H21～H23年度

3,300円
■浪江町の基準額（月額）浪江町の基準額（月額）■浪江町の基準額（月額） ■福島県の平均月額

H18～H20年度
3,496円

H21～H23年度
3,718円

参
考
基
準
額
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■浪江町の基準額（月額）

健康づくりのための栄養、運動の 
ポイントを学んでみませんか？

高齢者筋力トレーニング教室

健康づくり
教室

○対 象 者：健康づくりに関する栄養や運動を学んでみたい方で
　　　　　　全日程に出席できる方

※現在、糖尿病教室ＯＢ会、生活習慣予防教室ＯＢ会、メタボ

　予防教室ＯＢ会等で継続して栄養の勉強をしている方はご遠

　慮ください。

○募集人数：20名
○参 加 料：食品交換表（1,000円程度）を購入していただき
　　　　　　ます。調理実習時の材料代として１回500円程度

　　　　　　の負担があります。 

○申し込み方法：電話でお申し込みください。（健康係 　34－4581）

〔実施コース〕 ◆対象年齢：65歳以上　　◆定　員：各コース15名程度 

〔募集受付について〕
◆期　間：5月11日～22日（土曜・日曜は除く）
◆時　間：8時30分～17時30分
◆申し込み方法：電話でお申し込みください。 
　　　　　　　　（健康係　 34－4581）

　※詳しい内容については、お問合せください。

　　なお、今まで町で実施した高齢者筋力トレーニング 

　　教室に参加したことがある方は、対象になりません 

　　のでご了承ください。

※講師の都合等で日程が変更する場合がありますのでご了承ください。

　・　子育て・健康増進課健康係　　34－4581問 申 TEL

TEL

TEL

参加者募集
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イノシノシシ・さるイノシノシシ・さるイノシシ・さる被害注意報
農作物を鳥獣がねらう季節となりました。

次の防止対策ポイントを参考に農作物を守りましょう。

さる対策

餌付けになるようなことはしない！
●生ゴミや野菜クズを山際に捨てない。　　●収穫の終わった野菜・果樹等を畑に残さない。
●柿などの果樹は未収穫にしない。　　　　●人家やお墓の周辺に餌となるものを放置しない。

根気よく学習させる！
●さるは学習能力が高いといわれますので花火や威嚇音で根気良く追い払う。
●人間の住環境は「怖いところ」だと根気良く学習させる。
※現在浪江町の２つのさるの群れに発信機を装着し、生息域等の調査をしておりますので、調査結果がまとまりしだ 

　いお知らせします。

イノシシ対策

餌付けになるようなことはしない！
●生ゴミや野菜クズを山際に捨てない。　　●収穫の終わった野菜・果樹等を畑に残さない。
●柿などの果樹は未収穫にしない。　　　　●人家やお墓の周辺に餌となるものを放置しない。

農地にイノシシを近づけない！
●耕作放棄地を解消しましょう。　　●山と農地の境目の茂みを伐採して見通しを良くする。
●農地の見回りは、できるだけ山際の道を通り、警戒心の強いイノシシに「ひと」を意識させる。

農地を囲んで侵入を防ぐ！
●電気柵、波板トタン、ネット柵、ワイヤーメッシュなど。

　町では、有害狩猟鳥獣捕獲隊員を委嘱し、有害狩猟鳥獣からの被害拡大防止、個体数調整のための 

捕獲を実施しております。活動状況をお知らせします。

有害狩猟鳥獣捕獲隊活動報告（平成20年度）

捕獲隊活動へのご理解ご協力を今後もよろしくお願いします。
事務担当課が平成21年４月から住民生活課生活環境係へ変わりました。

住民生活課生活環境係 
34－0228

問
TEL
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　皆さんの身の回りにある楽しい話題、変

わった話題などの情報を募集しています。

総務課秘書広報係　 　34－0239

▲幾世橋小学校

▲大堀幼稚園

4
月
6
日
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
浪
江

に
「
浪
江
町
地
域
職
業
相
談
室
」
が

開
設
さ
れ
ま
し
た
。
就
職
を
希
望
さ

れ
る
方
へ
の
情
報
提
供
、
就
業
相

談
、
職
業
紹
介
を
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

4月6日、町内の各小学校で新1年生の入学式が行われました。

父母に手をひかれ、真新しいランドセルを背に元気に通学

しました。

また、4月7日、8日には町立幼稚園の入園式が行われました。

補助教材が贈られました

浪江地域職業相談室開設

次世代を担う子どもたちに農業への理解を広げてもらうこ

とを目的として、「農業と食、環境、経済」等をテーマとす

る補助教材が、ふたば農業協同組合から町に贈られました。

これは、全国のＪＡが主体となって、全国の小学校５年生全

員を対象に昨年から実施しているものです。町内の６小学校

に配布し、食育の教材として活用いたします。

防霜対策本部を設置
4月10日、町では農産物の降霜被害を未然に防ぐため、防

霜対策本部を設置しました。農業委員会、JAふたばと連携

し、霜注意報が発令された場合は、防災無線で町内全域に注

意を喚起します。

設置期間は、5月31日までです。

浪 江 小　85名
幾世橋小　23名
請 戸 小　14名
大 堀 小　23名
苅 野 小　29名
津 島 小　10名
 計 　　184名

浪 江 中　128名
浪江東中　58名
津 島 中　  9名
 計 　　195名

入

学

者

数

入園・入学
　　おめでとうございます
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「消えるまで　ゆっくり火のもと　にらめっ子」

自衛隊募集相談員を委嘱
4月13日、自衛隊募集相談員の委嘱式が行われました。自

衛官募集のアドバイザーとして、佐藤志津雄さん（川添）木幡

典幸さん（西台）瀬賀範眞さん（津島）の３名に委嘱状が交付さ

れました。

4月3日から花明かりロードのライトアップが始ま

り、大堀相馬焼で作られた素焼きの灯篭が夕闇を照

らしました。11日には、コンサート、よさこい演

舞、花火大会など多彩なイベントで桜まつりを盛り

上げました。

人権擁護委員に任命
４月15日、林心澄さん（小野田）が人権擁護委員に任命され

ました。

今後は、基本的人権を擁護し、人権思想の普及高揚に努め

る活動に期待されます。

任期は、平成24年３月31日までです。

４月４日、浪江町消防団辞令交付式並びに浪江町婦人消防隊総会が行われま

した。

辞令交付式では、紺野榮重団長から班長以上の幹部に辞令が手渡されました。

婦人消防隊総会は、木幡豊子さんを隊長に、救急救命講習会や紙芝居による

啓発活動などの新年度の事業計画を採択しました。

また、４月19日には浪江小学校校庭において春季検閲式が行われました。分

列行進や小隊訓練などを行い、日頃の訓練の成果を披露しました。

美しく舞う桜花の宴

春季検閲式 婦人消防隊総会

辞令交付式
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お問い合わせは ◇住民生活課住民係 34－0230TEL

住民生活課住民係
　 34－0230TEL

分からないことや疑問点がある場合

「ねんきん定期便」について分からないことや
疑問点がある場合は、ねんきん定期便専用ダイ
ヤル 「0570－058－555」に電話で相談す
ることができます。
（受付時間）

・月～金曜日：午前9時～午後8時まで
・第２土曜日：午前9時～午後5時まで

※一般の固定電話の場合、市内通話料金のみで利
用できます。
　また、お近くの社会保険事務所でも相談を受け
付けています。

税務課では、町民の皆さまの納税の利便性向上のため、毎月第4日曜日に休日納税相談を

実施していますが、平成20年度分の最終納付期限が5月29日のため、5月は第2日曜日も実

施します。平日納税できない方や、納付に関するご相談などにご利用ください。

年金 　平成　平成2121年4月から月から
　「ねんきん定期便」が　「ねんきん定期便」が
　　　　　　　　はじまりましたはじまりました

　平成　平成2121年4月から月から
　「ねんきん定期便」が　「ねんきん定期便」が
　　　　　　　　はじまりましたはじまりました

　平成21年4月から
　「ねんきん定期便」が
　　　　はじまりました

休日納税相談を実施します

第2日曜日　 5月10日

第4日曜日　 5月24日

＊開設時間　午前9時～午後4時まで
　　　　　　　　  （北側入口からお入りください。）

問 TEL　税務課納税係　　　34－0223

平成21年4月から、社会保険庁は、国民年
金および厚生年金に加入している方に、「ね
んきん定期便」の送付をはじめました。
これは、加入者お一人おひとりに対し、
年金に関する個人情報を分かりやすくお知ら
せし、現役世代、特に若い世代の方に保険料
負担と年金給付の関係を実感していただく
ことを目的として、毎年の誕生月に送付す
るものです。
同封の「お知らせ」を必ず確認してくだ
さい。

※
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　平成21年4月から
　「ねんきん定期便」が
　　　　はじまりました

　平成21年4月から
　「ねんきん定期便」が
　　　　はじまりました
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結婚相談所は、パートナー探しのお手伝いを
させていただきます。
浪江町結婚相談協力員（15人）
　　■浪　江：加藤和枝・守岡利子
　　■幾世橋：境　宣勝
　　■請　戸：加藤洋子・品川陽子
　　■大　堀：星　康子・佐藤清子
　　■苅　野：木幡豊子（所長）・山本孝一
　　　　　　　佐藤芳信・佐々木テル子
　　■津　島：瀬賀範眞・三瓶春江
　　■浪江町中央公民館長：島田龍郎（副所長）
　　■浪江町津島公民館長：今野正悦（副所長）

あなたあなたの出会出会い応援応援しますしますあなたあなたの出会出会い応援応援しますしますあなたあなたの出会出会い応援応援しますしますあなたの出会い応援します
結婚を考えたら結婚相談所の会員になろう

出会いがなくては始まらない！
プラスの心であなたが変わる

担
当
地
区

登録料
無料

浪江町中央公民館社会教育係問

場所　 ふれあいセンターなみえ1階健康相談室

今月の結婚
相談所開設日

5月9日（土）・10日（日）
9:00～16:0018:00～20:30

TEL 34―2444
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問 TEL

TEL
・　保険福祉課福祉係
　　　34－0227
問申

福祉の平成21年度
知的障がい者相談判定会
開催のお知らせ
　福島県障がい者総合福祉センター主催による相談会を下記日程
表により開催いたします。18歳以上の知的障がい者と思われる方
を対象とした相談会です。

※日時、開催場所については、変更になる可能性がありますので必ず事前に保険福祉課福祉係までご連絡ください。

●相談内容
　＊療育手帳の新規申請・程度
　　確認
　＊医療相談
　＊その他の更生相談

●申し込み方法
　相談会出席希望の方は、事前予
約が必要となりますので、浪江町
役場保険福祉課福祉係までご連
絡ください。

母子家庭のお母さんのための　

 1．内　容　
就職に関する相談全般

（1）当センターへの求職登録受付

（2）求人情報閲覧【センター求人・ハローワー

ク求人・インターネットによる求人閲覧】

（3）資格取得助成制度や資格取得方法のご案内

 2．相談会開催時間、相談時間、定員
（1）開催時間：10時～15時

（2）相談時間：1人あたり60分以内

（3）定　　員：４名（申し込み先着順）

　　　　　　　※定員になり次第締め切ります。

 3．申し込み方法
（1）事前予約が必要です。

　　（電話、メール、FAX等で予約を受け付けます。）

（2）申し込みをされた方には、当センターから時間

等について確認のお電話を差し上げます。

 4．開催会場
相双保健福祉事務所（南相馬市原町区錦町1－30）

 5．開 催 日
５月27日 ・７月22日 ・ ９月25日 

11月25日 ・１月27日 ・ ３月24日

・　 福島県母子家庭等就業・自立支援センター　　　024－521－5699
　　 e-mail:boshi@fukushimakenshakyo.or.jp　　〒960-8141　福島市渡利字七社宮111

就職相談会

申

平成2121年平成2121年度年度平成2121年度年度平成21年度

県内にお住まいのひとり親家庭のお母さん、寡婦の方を対象に 
就職相談会を下記のとおり開催します。
事前予約が必要ですが、相談無料となっていますので、お申し込みください。
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平成21年平成21年度平成21年度

TEL・　総務課行政係　　　34－0235問申

　（次のいずれにも該当する団体）　
● 10人以上の構成員を有し、町内に活動
拠点を有すること。

● 定款、規約、会則等を有すること。
● 政治活動・宗教活動・営利を目的としな
い団体であること。

町では、幅広い分野で町民と行政の協働による「まちづくり」の実現を
図り、町民が主役となる「まちづくり」を推進するため、町民の皆さんが
自主的に行う事業・活動を対象に、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象団体

1団体1事業とし、年度内に事業が完了す
るもので、次に該当する事業とします。
＊町民協働を進めていくために必要と認める
事業（町民協働事業）

＊浪江町のまちづくりに必要と認める事業（ま
ちづくり事業）

＊行政に代わって実施されていると認める事
業（公共的事業）

＊その他町長が必要と認める事業
◆対象事業の例
・新たな企画による地域のイベント
・世代間交流事業
・環境美化活動
・個性ある地域づくりのための調査、研究
など

・その他まちづくりに関する事業

補助対象事業

補助対象となる事業でも、次の経費は補助
対象外となります。
・団体の恒常的な運営維持管理経費
・団体構成員に対する人件費、飲食費、謝礼、
旅費等

・他の団体に対する補助金、助成金等
・物品販売等に係る経費
・その他補助する事が適当でないと認められ
る経費

対象外経費

平成21年5月1日（金）から
平成21年6月5日（金）まで

募集期間

補助金交付要望書に必要事項を記入の上、
添付書類とともに提出してください。補助
金交付要望書は総務課で用意していますが、
町ホームページからダウンロードすること
もできます。

応募方法

募集期間内に提出された補助金交付要望書は、
審査会において書類審査を行い、補助事業
採択の可否を決定しますので、要望事業が
対象とならない場合があります。

補助事業の審査および採択

①補助金要望→②審査会の審査・決定通知
→③補助金申請→④交付決定通知→⑤事業
実施→⑥事業完了報告→⑦補助金交付額の
確定通知→⑧補助金請求→⑨補助金交付

補助金交付の流れ

7月1日から翌年の3月31日までの間に行
われる事業であること。

事業実施期間

補助対象事業費の3分の2以内（限度額20
万円）
ただし、国・県・町等から他の補助金の交
付を受けている場合は対象となりません。

補助金の額等



問合せ
申込み
電　話
ファックス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

浪江
浄化センターへ遠足

丈六公園で
　　春の遠足

大堀火祭り

親子リズ
ム教室請戸海岸に集まった

　あ・の・ねの
クリスマススペシャル

コーヒータイムで
行われた
クリスマスコンサート

あるけあるけ
初日詣

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品
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＋ 休日診療のお医者さん
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＋

￥ 今月の納めもの

＋

水道修理 当番店
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浪江
浄化センターへ遠足

丈六公園で
　　春の遠足

大堀火祭り

親子リズ
ム教室請戸海岸に集まった

　あ・の・ねの
クリスマススペシャル

コーヒータイムで
行われた
クリスマスコンサート

あるけあるけ
初日詣

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品
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森林ボランティア

10月4日
幾世橋小の子どもたち

による稲刈り大堀駐在所
ふれあい
　　フェスティバル 神旗争奪戦

噛むカム教室

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　　応募作品
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森林ボランティア

10月4日
幾世橋小の子どもたち

による稲刈り大堀駐在所
ふれあい
　　フェスティバル 神旗争奪戦

噛むカム教室

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　　応募作品
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ともに築こう安心のまち
福島県最東端のまち　東経141度2分49秒 平成21年5月 №523 
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資源保護のため広報なみえは再生紙を使用しております

今
月
の
表
紙

こ
ど
も
の
日
を
前
に
津
島
保
育
所
に
揚
げ
ら
れ
た
こ
い
の
ぼ

り
。
春
風
を
受
け
、
元
気
い
っ
ぱ
い
に
泳
い
で
い
ま
し
た
。

カ
メ
ラ
を
向
け
撮
影
し
て
い
る
と
、
子
ど
も
た
ち
が
つ
ぎ
つ

ぎ
と
集
ま
り
、「
見
せ
て
、
見
せ
て
！
」
と
興
味
津
津
。
好
奇

心
旺
盛
な
子
ど
も
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。　

４
月
か
ら
新
し
く
広
報
の
担
当
に
な
り
ま
し
た
。
私
事
で
す

が
、
働
き
始
め
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
10
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

11
年
目
の
春
。
新
た
な
気
持
ち
で
、
皆
さ
ん
に
明
る
い
町
の

話
題
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
一
生
懸
命
が
ん
ば
り
ま
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
琴
）

▼▼

～＊当日、マイクロバスを運行しますので、ご利
　用の場合は、7時20分まで「ふれあいセン
　ターなみえ」にご集合ください。

日山（天王山天王山） 

　　　　　　山開き
日山（天王山天王山） 

　　　　　　山開き
日山（天王山天王山） 

　　　　　　山開き
日山（天王山） 

　　　山開き

　産業振興課商工観光係　　34－0245問 TEL

阿武隈山系では、大滝根山に次ぐ高峰の

日山。山頂には展望台があり、遠く蔵王

連峰、金華山をはじめ、眺望良好で富士

山の見える山としても有名です。 

春はツツジの花、秋はドウダンツツジの

紅葉など、みどころも多く、登山愛好家

で賑わいます。

6月7日（日）
 11時　　　日山山頂「山開き」式典
 11時30分「日山の美女（ひと）コンテスト」

　コース①　岩下登山口
国道114号を約35㎞西進し、津島地区に入り、
国道459号（通称…浪江・二本松線）を二本
松方面に約３㎞入る。駐車場約30台。 
春の新緑の中を夏セミの声を聞きながら、木
漏れ日を浴びながら登るのも、この登山口な
らではの楽しみの一つ。
 <所要時間>　上り約90分―下り約70分
 
　コース②　羽附登山口
岩下口からさらに国道459号を西に向かい、
10分ほど行ったところ。駐車場約10台。 
このコースは、急傾斜ですが比較的早く登れ
るため若い人向き。
 <所要時間>　上り約60分―下り約40分

第23回

５月16日（土）・17日（日）午前８時から午後６時まで
第1919回緑のフェフェスティティバル第1919回緑のフェフェスティティバル第19回緑のフェスティバル新町通

り

　新町通り380ｍを歩行者天

国にして行われる春の種苗市。 

　毎年、種苗や花木を求める

たくさんの人で賑わっています。 

　種苗・花木の販売のほか、

新町商店街による各種イベン

ト事業などが開催されます。

　春の息吹に触れながら出か

けてみませんか？

　緑のフェスティバル実行委員会（浪江町商工会館内）　　35－3321問 TEL

平成21年度「広報なみえ」への広告募集

総務課秘書広報係　　34－0239問 申 TEL

広報なみえでは、５月号から有料広告を掲載いたします。
応募される方は下記までお問合せください。

小雨決行
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